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第１章 総  則 

 

（適用範囲） 

第１－１条 

国営施設応急対策事業雄国山麓地区・母畑地区 雄国山麓地区及び母畑地区再評価検討業

務の施行にあたっては、農林水産省農村振興局制定「設計業務共通仕様書」（以下「共通仕

様書」という。）によるほか、同仕様書に対する特記及び追加事項は、この特別仕様書によ

るものとする。 

 

（目 的） 

第１－２条 

本業務は、国営施設応急対策事業雄国山麓地区及び母畑地区における令和７年度に実施す

る再評価予備的検討にあたり必要となる資料の作成を行うものである。 

 

（場 所） 

第１－３条 

本業務において対象とする場所は、雄国山麓地区においては福島県喜多方市、母畑地区に

おいては福島県郡山市、白河市、須賀川市、西白河郡中島村、石川郡石川町及び同郡玉川村

であり、別添位置図に示すとおりである。 

 

（事業概要） 

第１－４条 

   本業務の対象となる国営土地改良事業の概要は次のとおりである。 

【雄国山麓地区】 

・主要工事：大深沢調整池 １式、第１号揚水機場 １式、第２号幹線用水路 2.6 ㎞ 

      水管理施設 １式 

・事業工期：令和３年度～令和８年度 

・総事業費：19億円（令和元年度単価） 

・受益面積：542ha（水田 298ha、畑 244ha）（平成 31 年４月時点） 

 

【母畑地区】 

・主要工事：千五沢ダム取水設備 １式、導水トンネル（南北調整池）１式、 

      北幹線用水路 9.2 ㎞、南幹線用水路 8.3 ㎞ 

・事業工期：令和３年度～令和 10年度 

・総事業費：35億円（令和元年度単価） 

・受益面積：1,965ha（水田 900ha、畑 1,065ha）（平成 31年４月時点） 

 

（履行確実性評価の達成状況の確認） 
第１－５条   

本業務の受注に当たり、予算決算及び会計令（以下、「予決令」という。）第 85 条の基準に

基づく価格（以下「調査基準価格」という。）を下回る金額で受注した場合には、履行確実性

評価の審査で提出した追加資料について、業務実施状況を踏まえた実施額に修正し、これを裏

付ける資料とともに、業務完了検査時に提出するものとする。その上で、提出された資料をも

とに以下の内容について履行確実性評価の達成状況を確認し、その結果を業務成績に反映さ

せるものとする。なお、業務完了検査時までに提出されない場合には以降の提出を受け付け

ず、業務成績評定に厳格に反映させるものとする。 
１  審査項目ａ）～ｃ）において、審査時に比較して正当な理由なく必要額を下回った場合 
２  審査項目ｄ）において、審査時に比較して正当な理由なく再委託額が下回った場合 
３ その他、業務計画書等に示された、実施体制、実施手順、工程計画が正当な理由なく異



なる等、業務実施体制に関する問題が生じた場合  
４ 業務成果物のミス、不備等 

 
（一般事項） 
第１－６条 

業務請負契約書及び共通仕様書に示す以外の一般事項は、次のとおりである。 

（１）作業の順序、方法等は監督職員と密接な連絡を取り、作業の円滑な進捗を図るものとする。 

（２）作業に従事する技術者は、対象業務に十分な知識と経験を有する者でなければならない。 

（３）受注者は常に業務内容を把握し、業務期間中であっても監督職員が資料の提出を求めたと

きは、速やかにこれに応じるものとする。 

 

（管理技術者） 

第１－７条 

管理技術者は、共通仕様書第１－６条第３項によるものとし、農業土木技術管理士以外の

資格に係る該当する技術部門・選択項目は次のとおりである。 

資   格 技術部門 選択科目 

技術士 

総合技術監理 

農業－農業土木 

農業－農村地域計画 

農業－農村環境 

農業－農業農村工学 

農業－農村地域・資源計画 

農 業 

農業土木、農村地域計画、

農村環境、農業農村工学、

農村地域・資源計画 

博士 農 学  

シビルコンサルティングマネージャー 農業土木  

 

（担当技術者） 

第１－８条 

担当技術者は、共通仕様書第１－８条によるものとする。 

 

（配置技術者の確認） 

 第１－９条 

   共通仕様書第１－11 条における業務組織計画の作成及び共通仕様書第１－12 条に基づく技

術者情報の登録にあっては、次によるものとする。 

（１）受注者は、業務計画書の業務組織計画に配置技術者の所属・役職及び担当する分担業務

を明確に記載するものとする。なお、変更業務計画において、業務組織計画を変更する際も

同様とする。 

（２）農業農村整備事業測量調査設計業務情報サービスへの技術者情報の登録は、業務計画書

の業務組織計画において位置づけられた技術者を登録対象とし、事前に監督職員の承認を

得るものとする。 

 

（保険加入） 

 第１－10 条 

   受注者は、共通仕様書第１－37 条に示されている保険に加入している旨を業務計画書に明

示しなければならない。また、監督職員からの請求があった場合は、保険加入を証明する書

類を提示しなければならない。 

 

 



第２章 作業条件 

 

（適用する図書） 

第２－１条 

設計の基本的事項に関しては、次に示す図書によるものとする。他の図書を適用する場合

は、監督職員の承諾を受けるものとする。 

番 号 名 称 発 行 
制定（改定）

年月 

１ 
農業農村整備事業計画作成便覧 

（農業農村整備事業計画研究会編） 
（株）地球社 平成15年8月 

２ 国営土地改良事業等再評価実施要領 
農村振興局長

・生産局長 

平成22年8月 

（最終改正） 

 

（貸与資料） 

第２－２条 

貸与資料は次のとおりとする。 

分 類 貸 与 資 料 名 数量 

１ 
国営雄国山麓地区土地改良事業計画書 

国営母畑地区土地改良事業計画書 
１式 

２ 

喜多方市農業振興地域整備計画書 

郡山市農業振興地域整備計画書 

白河市農業振興地域整備計画書 

須賀川市農業振興地域整備計画書 

中島村農業振興地域整備計画書 

石川町農業振興地域整備計画書 

玉川村農業振興地域整備計画書 

１式 

３ 

喜多方市水田収益力強化ビジョン 

郡山市水田収益力強化ビジョン 

白河市水田収益力強化ビジョン 

須賀川市水田収益力強化ビジョン 

中島村水田収益力強化ビジョン 

石川町水田収益力強化ビジョン 

玉川村水田収益力強化ビジョン 

１式 

４ 
令和４年度国営施設応急対策事業                 

角田地区再評価資料作成業務 報告書 
１式 

その他 監督職員が必要と認める資料 １式 

 

（貸与資料の取扱い） 

第２－３条 

第２－２条に示す貸与資料の取扱いは、次のとおりとする。 

（１）貸与資料の記載事項に相互に矛盾がある場合、又は解釈に疑義が生じた場合は、監督

職員と協議するものとする。 

（２）貸与資料は、原則として初回打合せ時に一括貸与するものとし、監督職員の請求があ

った場合のほか完了検査時に一括返納しなければならない。 

 

 

第３章 作業内容 

 



（作業項目及び数量） 

第３－１条 

本業務における作業項目及び数量は、次の作業項目表のとおりである。 

なお、詳細は別紙１「作業項目内訳表」（該当項目）に○印で示すものとする。 

作 業 項 目 数 量 備考 

１．貸与資料の検討 

２．農業情勢等調書の作成 

３．その他の資料収集整理 

４．環境との調和への配慮の整理 

５．予備的検討資料の作成 

６．点検とりまとめ 

１式 

１式 

１式 

１式 

１式 

１式 

 

 

（設計作業の留意点） 

第３－２条 

設計作業の実施に際し特に留意する点は、次のとおりとする。 

（１）貸与資料の内容を十分把握し、本業務の作業を行うものとする。 

（２）貸与資料や受注者が有する資料等を参考にする場合は、その出典を明示するものと

する。 

（３）引用する写真及び図面は、仕上がり時において読み取りが可能となるよう解像度に

注意するものとする。 

（４）引用する文献や写真等で著作権があるものについては権利者と十分調整するものと

する。 

 

（業務の成果品質確保対策） 
第３－３条 
  契約後業務着手並びに最終打合せ時において、受発注者間の設計方針、条件等の確認の場

として、次の会議を設置するので、管理技術者等の受注者代表者は、次の事項並びに「業務の

成果品質確保対策」（農水省 WEB サイト）を十分に理解のうえ、対応するものとする。 
（１）業務確認会議 

業務着手時に、管理技術者・担当技術者並びに事務所長、次長、担当課長、主任監督員

（主催）、監督員、前提条件等の確認を一堂に会して実施することにより、業務の円滑な推

進と成果物の品質確保を図るものとする。 
    イ）業務確認会議とは、発注者及び受注者が集まり、次の事項について確認を行う会議を

開催するものである。なお、確認事項については変更する場合がある。 
       ①前提条件 
       ②業務計画の妥当性 
       ③スケジュール        

ロ）会議の開催については、監督員が指示するものとする。なお、開催時期の変更、開催

回数の追加が必要な場合は、監督員と協議するものとし、規程の打合せ時以外に開催

する場合の費用については、必要に応じ設計変更で計上する。 
（２）会議等経費 

「業務確認会議」に必要な経費については現行での初回打合せ経費に含まれている。 
   （３）業務確認会議において確認した事項については、打合せ記録簿に記録し、相互に確認

するものとする。 
 

 

第４章 打合せ 

 

（打合せ） 

第４－１条 



（１）共通仕様書第１－10条による打合せについては主として次の段階で行うものとする。

また、初回及び最終回の打合せには、管理技術者が出席するものとする。 

１）初 回 作業着手の段階 

２）第２回 中間打合せ（農業情勢等調書の作成、その他の資料収集整理、環境との調

和への配慮の整理段階） 

３）第３回 中間打合せ（予備的検討資料作成段階） 

４）最終回 報告書原稿作成段階 

なお、業務を適正かつ円滑に実施するために、上記の打合せの都度、受注者の業務担

当は業務打合せ記録簿を作成し、その内容について監督職員と相互に確認するものとす

る。 

     ただし、調査基準価格を下回る価格で契約した場合においては、上記に定める打合せ

を含め、受注者の責により管理技術者の立会いの上で打合せ等を行うこととし、設計変

更の対象とはしない。 

     その際、管理技術者は、共通仕様書第１－11条に定める業務計画書に基づく業務工程

等の管理状況を報告しなければならない。 

 

 

第５章 成果物 

 

（成果物） 

第５－１条 

成果物を共通仕様書第１－17条に基づき作成し、次のものを提出しなければならない。 

（１）成果物の電子媒体（ＣＤ－Ｒ等）  正副２部 

   このほか、この成果物に含まれる個人情報等の不開示情報について、その該当箇所を

黒塗り等にする措置を行い、電子媒体（CD-R等）により別途１部提出するものとする。 

（２）成果物の出力  1部（電子媒体の出力、市販のファイル綴じで可） 

   なお、雄国山麓地区及び母畑地区について各々成果物を分冊し提出する。 

   （１）で黒塗り等の措置を行った成果物の出力は不要とする。 

 

（成果物の提出） 

第５－２条 

成果物の提出先は、次のとおりとする。 

福島県福島市笹谷字稲場38－7 

    東北農政局阿武隈土地改良調査管理事務所 

 

 

第６章 契約変更 

 

（契約変更） 

第６－１条 

業務請負契約書第17条から第20条に規定する発注者と受注者による協議事項は、次のとお

りとする。 

（１）第３－１条に示す「作業項目及び数量」に変更が生じた場合。 

（２）第４－１条に示す「打合せ」に変更が生じた場合。 

（３）第５－１条に示す「成果物」に変更が生じた場合。 

（４）履行期間の変更が生じた場合。 

（５）関係機関等対外的協議等により設計計画等に変更が生じた場合。 

（６）歩掛調査を変更追加する場合。 

（７）その他 

 



 

第７章 定めなき事項 

 

（定めなき事項） 

第７－１条 

この特別仕様書に定めなき事項又はこの業務の実施にあたり疑義が生じた場合は、必要に

応じて監督職員と協議するものとする。 



別紙 １ 

【作業項目内訳表】 

 

作 業 項 目 作  業  内  容 
作 業 

実施欄 

１．貸与資料の検討 貸与資料を基に、本地区の再評価基礎資料作成の作

業計画を樹立する。 
○ 

２．農業情勢等調書の作成   

２－１．社会経済情勢の変化   

  （１）産業別就業人口の動向 産業別人口の動向について、国勢調査結果により整

理する。 
○ 

  （２）地域経済の動向 農業算出額、製造品出荷額、商品販売額の動向につ

いて、現計画策定時と現在（最新公表年から遡って5

ヶ年平均）を農林水産統計年報、工業統計表、商業統

計表により整理する。 

○ 

  （３）農業の動向 農家、土地、主要作物、大家畜、動力機具、地域指

定の動向について、農林業センサスにより整理する。 ○ 

（４）経営耕地面積規模別農

家数及び耕地の分散状況 

経営耕地面積規模別農家数、１戸当たり平均農用地

面積及び耕地の分散状況について、農林業センサスに

より整理する。 

○ 

（５）認定農業者数の推移 認定農業者数（経営体）及び認定農業者数（法人）

の推移について、農業経営改善計画の認定状況により

整理する。 

○ 

（６）法人化の協業経営及び

組織形態別集落営農数の

推移 

法人化の協業経営及び組織形態別集落営農数の推移

について、農林業センサス及び集落営農実態検査によ

り整理する。 

○ 

２－２．費用対効果分析の基礎と

なる要因の変化 

 

 
 

 （１）営農計画 作付面積、単位面積当たり収量、作物率について、

現計画に基づき現況と計画の作物毎に整理するととも

に、各種振興計画から今後の作物振興の見直しについ

て整理する。 

○ 

  （２）農業振興計画等の見直

し状況 

県、市町村、農協等の農業振興計画等の見直し状況

について整理する。 
○ 

  （３）農産物の動向 作付面積、農産物価格、労賃単価、単位面積当たり

収量について、現計画策定時（5ヶ年平均）と現在（

最新公表年から遡って5年分のデータ）を農林水産統

計年報、農産物価統計により整理・対比し、変化の状

況及び要因について分析する。 

○ 

３．その他の資料収集整理    

 （１）農業振興の必要性 優良農業地域（食料供給基地）、地区の社会経済情

勢、農業振興計画等の変化や、上位計画も鑑み、農業

振興の必要性を検討する。 

○ 

 （２）上位計画との整合 最近の各種農業施策（農林水産業、地域の活力創造

プラン等）との整合について検討する。 
○ 

 （３）事業評価の妥当性  営農計画、経済効果等に係わる基礎的要因により事

業評価の妥当性について検討する。 
○ 

 （４）事業継続の必要性  農業振興の必要性及び事業評価の妥当性により、事

業継続の必要性について整理する。 
○ 



４．環境との調和への配慮の整理  環境との調和への配慮の内容について整理する。 ○ 

５．予備的検討資料の作成  再評価検討委員会に必要となる、再評価予備的検討

結果（案）及び説明資料（案）（参考資料含む）を作

成する。（作成資料の様式及び項目は別紙２を参考） 

○ 

６．点検とりまとめ  各作業項目の成果品について、点検、照査、とりま

とめ及び報告書作成を行う。 
○ 

 



別紙２ 
Ⅰ．再評価予備的検討結果(案) 

 

国営土地改良事業再評価予備的検討様式（案） 

１．事業の概要 

地 区 名  局 名  
関係市町村名  

事 業 名  

事 業 概 要 

・国営（機構営の場合は機構営。以下同様）事業地区の概要、事業目的等を記載。 
・事業内容等←受益面積、主要工事計画、総事業費、工期とも一期、二期の区別は不要。また、予備的検討時点で確定している
事業計画上の数値を記載。 
 
 受 益 面 積 ○○ha（水田○○ha、畑○○ha） 
 主要工事計画 ダム○箇所、頭首工○箇所、用水路○○km←水管理施設は記載しない 
 国営総事業費 ○○百万円（令和○○年度時点 ○○百万円）←前者は事業計画上、（ ）内は予備的検討時点の総事業費を

記載 
 工 期 平成○年度～令和○○年度予定←採択年度から施設機能監視期間まで 
           （平成 ○年度～令和○△年度 工事期間） 
           （平成○×年度～令和○○年度 施設機能監視期間） 

 

２．予備的検討に当たり、社会経済情勢の動向等に鑑み留意すべき事項 

変更項目及び要件 項  目 現 計 画 現 状※ 増 △ 減 増△減の内訳又は理由 

①受益面積の変更 ※１ ha ha ha  

②事業目的別面積の変更 ※２ ha ha ha  

③主要工事の変更      

④事業費の変更 

現 計 画 

（百万円） 

現 状 

（百万円） 

増 △ 減 

（百万円） 

自然増を除く 

（百万円） 

備 考 

 

 

  (    %) (  )は現計画に

対する割合 

⑤上記のほか社会経済情

勢の動向等に鑑み特に留

意すべき事項 

内   容 

 



※１①受益面積の変更の項目欄には、農業用用排水、農地防災事業等の事業名を記載する。②事業目的別面積の変更の項目欄には、用水改良、排水改良、

畑地かんがい等の事業目的、田、輪換耕地、普通畑等の造成農地の利用区分を記載する。 

 ※２上記の現状欄については、現時点で予定している事項があれば、その予定事項も含めて記載する。 

  ※３再評価実施時に計画変更手続が確定していることが明らかな場合については、計画変更手続後の状況を前提として取り扱うものとする。 

 

３．再評価の実施の判断 

上記留意事項を踏まえた 

再評価の実施の判断 

実施の要否 理   由 

  

 

※２の留意事項中、国営土地改良事業計画変更取扱要領（昭和 40 年 12 月 20 日付 40 農地 C 第 389 号、最終改正平成 18 年 10 月 1 日付 18 農振第 906 号）

の第 1の(1)～(5)に掲げるいずれかに該当する場合については、原則として再評価を実施するものとする。 

  ※事業種の関係等により、本様式により難い場合については、本様式に準じて作成しても構わない。 

 

 

Ⅱ．再評価予備的検討説明資料(案) ※項目（案）のみ示す 

１．事業概要、２．前歴事業の概要、３．事業計画の重要な部分の変更の必要性の有無、４．事業の進捗状況、５．関連事業の進捗状況、６．社会経済

情勢の動向、７．再評価の実施の判断  

 

 

Ⅲ．再評価予備的検討説明資料(案)参考資料 ※項目（案）のみ示す 

１．事業概要、２．概要図、３．事業計画の重要な部分の変更の必要性の有無、４．事業の進捗状況、５．関連事業の進捗状況、６．環境との調和への

配慮、７．社会経済情勢の動向、８．農業情勢の動向、９．その他 

 






